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表紙「世界人権宣言啓発書画・第23条」 提供：公益財団法人人権擁護協力会

こ ぎ たいほう

世界人権宣言啓発書画は、日本の書道家小木太法氏とブラジルの画家オタビ
オ・ロス氏が、世界人権宣言に示された人類の英知に感動し、生き生きと、は
つらつと生きている人をたたえる人間賛歌として受け止め、その感動を芸術的
に表現しようとしたものです。

人権教育・啓発白書の刊行に当たって

法務大臣

文部科学大臣

我が国では、いじめや児童虐待等のこどもの人権問題、障害のある人や外
国人、アイヌの人々、性的マイノリティ等に対する不当な差別や偏見、部落
差別（同和問題）、ハンセン病問題といった多様な人権問題が依然として存
在しています。
とりわけ、近年においては、インターネットを介した人権侵害が深刻化し
ているほか、令和６年度には、旧優生保護法をめぐる問題を含めた障害のあ
る人の人権問題等が関心を集めるなど、人権教育及び人権啓発に関する施策
が果たすべき役割は、ますます大きくなっていると言えます。
政府は、「人権教育・啓発に関する基本計画」に基づき、学校、地域、家
庭、職場その他の様々な場を通じて、国民の一人一人が人権に関する正しい
知識と日常生活の中で生かされるような人権感覚を身に付けることができる
よう、各種人権教育及び人権啓発に関する施策に取り組んでまいりました。
今後も、関係府省庁が横断的に連携しながら、全ての方々がお互いの人権と
尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる共生社会を実現すること
ができるよう、効果的な人権教育及び人権啓発に関する施策を推進してまい
ります。
本白書は、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づく年次報
告であり、政府が令和６年度に講じた人権教育及び人権啓発に関する施策に

ついて取りまとめたものです。前記基本計画に明示的に掲げられている人権
課題はもとより、令和６年度啓発活動強調事項に掲げた人権課題に対する取
組についても掲載しています。また、現代的課題として「『人権教育アーカ
イブ』の開設」を始めとする７つのトピックスのほか、特集として「障害の
ある人に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた取組」を掲載して
います。
本白書により、人権教育及び人権啓発に関する施策の状況について多くの

方々に御理解いただくとともに、人権について一層理解を深め、様々な人権
問題を、自分以外の「誰か」のことではなく、自分自身のこととして考え、
人権を尊重した行動をとるきっかけにしていただければ幸いです。

令和７年６月
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はじめに
我が国においては、基本的人権の尊重を基本理念の一つとする「日本国憲法」（以下「憲

法」という。）の下で、国政の全般にわたり、人権に関する諸制度の整備や諸施策の推進
が図られてきた。それは、憲法のみならず、戦後、国際連合（以下「国連」という。）に
おいて作成され、現在、我が国が締結している人権諸条約等の国際準則にものっとって行
われている。また、我が国では、長年にわたり、国、地方公共団体と人権擁護委員を始め
とする民間のボランティアとが一体となって、地域に密着した地道な人権擁護活動を積み
重ねてきた。その成果もあって、人権尊重の理念が広く国民に浸透し、基本的には人権を
尊重する社会が築かれているということができる。

一方で、人権課題の生起がやむことはなく、令和６年度においては、インターネット上
の人権侵害やこどもの人権問題のほか、旧優生保護法に関する取組を含めた障害のある人
の人権問題等が関心を集めることとなった。

法務省の人権擁護機関では、「人権侵犯事件調査処理規程」（平成16年法務省訓令第２号）
に基づき、人権侵害を受けた者からの申告等を端緒に人権侵害による被害者の救済に努め
ているところ、令和６年に法務省の人権擁護機関が新規に救済手続を開始した人権侵犯事
件数は8,947件である。これを類型別に見ると、労働権関係事案が1,663件（18.6％）と最も
多く、次いで、プライバシー関係事案が1,437件（16.1％）、学校におけるいじめ事案が1,202
件（13.4％）、暴行・虐待事案が1,025件（11.5％）、差別待遇事案が907件（10.1％）などとなっ
ている（資-28頁参照）。

特に、こどもの人権に関しては、文部科学省が行った令和５年度「児童生徒の問題行動・
不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によれば、小・中・高等学校における、暴力
行為の発生件数は10万8,987件と依然として憂慮すべき状況が見られ、また、「いじめ防止
対策推進法」（平成25年法律第71号）第28条第１項に規定する「重大事態」の件数は1,306
件と、いじめによる重大な被害が生じた事案も引き続き発生しているなど、教育上の大き
な課題となっている。さらに、全国の児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数
は令和５年度には22万5,509件と、依然として高い水準にある。

このような状況を踏まえ、政府では、関係府省庁間の連携を図りながら、国民に対する
人権教育・啓発活動を更に推進している。

本書は、令和６年度に各府省庁が取り組んだ人権教育・啓発の施策を「人権教育及び人
権啓発施策」として取りまとめ、国会に報告するものである。
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